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TEL:078-511-2111(内線315)　FAX:078-574-5771　　　info@hyogoku-shakyo.or.jp

お問い合わせ先

神戸市兵庫区共同募金委員会

こどもの居場所

会場

「こどもの居場所」からつながりはじめる支援がある

〒652-8570　神戸市兵庫区荒田町1-21-1 兵庫区役所4階　兵庫区社会福祉協議会内

年    　  　月　　    日 ～　　月　　  日まで3

兵庫区内には、
未来に生きるこどもたちを支える

「学習支援」や「こども食堂」など
「こどもの居場所」の活動に取り組む団体が

たくさんあります。

大切な活動の維持・充実のために、
あなたも一緒に応援しませんか

ー 詳しい応援方法は裏面をご覧ください ー

区内の
協力団体と

取り組みます
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税法上の特典について
◎このプロジェクトへの募金は、損金や控除対象となります。

銀行振込で

ゆうちょ銀行
振込手数料が無料となる

振込用紙もご用意しています

ただし、ゆうちょ銀行窓口での

 手続きとなりますので

ご注意ください

応援方法

社会福祉法人兵庫県共同募金会

　　　　　神戸市兵庫区共同募金委員会

他金融機関からの振込用口座番号

　　　　　：当座　〇九九支店　0213471

0 0 9 8 0 - 3 - 2 1 3 4 7 1

インターネットで

右の二次元バーコードをスマートフォンで読み込み、

募金の入力画面にアクセスし、必要事項をご入力ください。

※こどもの居場所応援プロジェクト専用の募金ページとなります。

兵庫区内では、個性あふれる内容で「こどもの居場所」が開かれています。

ボランティアの方々におだやかに見守られながら、食事や学習のサポートが

行われており、こどもにとって心の充電や自信を持つ機会となっておりま

す。集まった募金は、来年度こうした「こどもの居場所」を運営する協力団

体の一層の充実・安定化に役立てられます。

募金のつかいみち

こどもワクワク食堂

寄付先団体からのありがとうメッセージ

※ 詳細につきましては、兵庫県共同募金会HPをご参照いただくか、最寄りの税務署などにお問い合わせください。

■ 法人募金…赤い羽根共同募金への寄付金は、全額損金の扱いになります。

■ 個人募金…寄付金額が２千円を超える場合は、所得税の寄付金控除（所得控除か税額控除のどちらか）の対象に、また住民税の

寄付金税額控除の対象になります。

控除に必要な領収書の発行をご希望の場合は、ご寄付いただく際にご住所・お名前を神戸市兵庫区共同募金委員

会事務局へお知らせください。後日、郵送させていただきます。

地域の子どもたちに学習支援だけでなく、

食育、ハロウィン、クリスマス会など

多様な体験をしてもらうことができました。

ありがとうございました。

（寺子屋くまさん）

募金をいただく事で、提供回数が増えて

子供達の笑顔がたくさん見られるので嬉

しいです。ありがとうございます。

（明親こども食堂）

けがや、やけどにめげず子供達は楽しくクッキ

ングをして、包丁やガスの火になれてくれてま

す。とてもめまぐるしい成長は経験にあると思

います。ありがとうございます。

（浜山子供クッキングクラブ）


